
財政状況等一覧表における用語の説明  

・ 普通会計 

 地方公共団体における地方公営事業以外の会計で、一般会計のほか、特別会計のうち地方公営事業会

計に係るもの以外のものの純計額です。純計額とは、各会計を単純に合算しただけでは、各会計相互の

出し入れが重複しますので、この重複部分を控除したものです。 

 個々の団体ごとに各会計の範囲が異なっているため、財政状況の統一的な比較が困難であることから、

地方財政統計上便宜的に用いられる会計区分です。 

・ 公営事業会計（地方公営事業会計） 

 地方公共団体の行う企業（地方公営企業）、国民健康保険事業、老人保健医療事業、介護保険事業、

収益事業、農業共済事業、交通災害共済事業及び公立大学附属病院事業に係る会計の総称です。 

・ 法適用企業 

 地方公営企業のうち、地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業が法適用企業です。 

・ 第三セクター等 

 本表では、当該団体の出資比率が２５％以上、若しくは当該団体から財政支援を受ける法人としてい

ます。 

 

・ 歳入・歳出 

 歳入では会計年度における収入の総額、歳出では会計年度における支出の総額を表しています。 

 ただし、※印のある会計においては、歳入は収益的収入と資本的収入の合算額、歳出は収益的支出と

資本的支出の合算額としています。 

・ 形式収支 

 歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いた歳入歳出差引き額です。 

・ 実質収支 

 当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額を見るもので、形式収支から翌年度に繰り越すべき

財源を控除した額です。 

 通常、実質収支により黒字又は赤字の判断します。 

・ 総収益 

 法適用事業において、営（医）業収益、営（医）業外収益及び特別利益の合算額です。 

・ 総費用 

 法適用事業において、営（医）業費用、営（医）業外費用及び特別損失の合算額です。 



・ 純損益 

 法適用事業において、総収益から総費用を差し引いた額です。 

・ 不良債務 

 流動負債の額が流動資産の額（翌年度へ繰り越される支出の財源充当額を除く。）を超える額です。 

・ 経常損益 

 営（医）業収益及び営（医）業外収益の合算額から、営（医）業費用及び営（医）業外費用の合算額

を差引いた額です。 

・ 財政力指数 

 地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去３年

間の平均値です。 

 財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえ

ます。 

・ 実質収支比率 

 実質収支の標準財政規模に対する割合です。 

・ 実質公債費比率 

 平成１８年度からの地方債協議制移行に伴い導入された指標です。 

 公債費等の財政負担の程度を客観的に示す指標として、公営企業会計や一部事務組合等の公債費等を

考慮した、実質的な公債費に費やした一般財源の額が標準財政規模に占める割合です。 

・ 経常収支比率 

 地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度

経常的に支出される経費（経常的経費）に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とす

る毎年度経常的に収入される一般財源（経常一般財源）、減税補てん債及び臨時財政対策債の合計額に

占める割合です。 

 この指標は経常的経費に経常一般財源収入がどの程度充当されているかを見るものであり、比率が高

いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表します。 

 

 


